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伊佐市農業委員会第４回総会議事録 

 
１．開催日時  令和４年６月28日（火）午前9時05分から10時15分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （25人） 

    
    会  長        13番委員 
    委  員 
     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 8 番委員 1 番推進委員 10 番推進委員

2 番委員 9 番委員 3 番推進委員 11 番推進委員

3 番委員 10 番委員 4 番推進委員 12 番推進委員

4 番委員 11 番委員 5 番推進委員 13 番推進委員

5 番委員 12 番委員 6 番推進委員 14 番推進委員

6 番委員 8 番推進委員 15 番推進委員

7 番委員

     
４．欠席委員  （３人） 
      
５．議事日程 
 

  第１ 会議録署名委員の指名  ７番委員    ８番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「農地空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番解除）

について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    
農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時０５分】 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

おはようございます。只今より、令和４年度 第４回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。一同礼。 

本日の出席人数は１３名で、規定に達しておりますので総会は成立いた

します。それでは、会長よろしくお願いします。 
 

皆様おはようございます。 
皆様、田植えはもうお済みでしょうか。済んでいらっしゃらない方は、

体に気を付けて作業を行ってください。梅雨も昨日で上がり、一番短い梅

雨だったというニュースが流れてきております。これから暑くなると思い

ます。熱中症対策もしっかりとっていただきたいと思います。本日、総会

終了後、農地利用状況調査の研修会を行います。よろしくお願いします。 
本日の議事録署名委員を指名いたします。７番農業委員と８番農業委員

にお願いいたします。皆様にお願いします。総会時間中は、私語、雑談を

禁止いたします。ご意見質問は、報告終了後にお願いいたします。 
ただいまより総会を始めます。 

 
―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の規

定による通知」について事務局の報告を求めます。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

１ページから３ページまで農業経営基盤強化促進法による解約が１１件

です。以上ご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 
なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて議題とします。事務局の報告を求めます。 



 2

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定

のうち、貸借について説明いたします。１３ページの総括表をご覧くださ

い。期間は３年から１０年で、面積は合計１２８，６０６㎡で利用権を設

定する者の数は４２人、設定を受ける者の数は２７人です。土地の詳細に

ついては資料４ページから１２ページ、番号１番から４３番のとおりで

す。以上で説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号について事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」

に係る意見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて提案いたします。整理番号１番から１０番まで一括で報告をお願いし

ます。ご意見、ご質問は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号１番につきまして、去る６月１９日に現地調査を行いま

したので、４番が報告いたします。 

申請人 ＮＫさんは、伊佐市大口小川内に居住され、年齢は３０歳です。 

渡し人 ＭＫさんは、徳島県小松島市和田島町に居住される市外住民

で、年齢は７０歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字若宮ノ下１８２１番２、地目は畑、地積は

８６７㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は４４，８６０㎡で取得可能面積であります。農業従事
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議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

者は１名で、通作距離は約８ｋｍであり現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要な書類が添付してあります。

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

整理番号２番、３番について、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号２番、３番につきまして、去る６月２０日に現地調査を

行いましたので、私３番が報告いたします。 

２番、３番の申請人 ＫＴさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は

４６歳です。 

２番の渡し人 ＹＳさんは、姶良市加治木町木田に居住される市外住民

で、年齢は９１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字前田１８５０番、地目は田、地積は５５８

㎡の所有権移転売買になります。 

３番の渡し人 ＳＭさんは、霧島市隼人町真孝に居住される市外住民

で、年齢は４３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字東水流１１６０番４、地目は田、地積は３，

３４５㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は３，９２１㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は自宅から約８００ｍ以内にあり現況は良く管理され

た農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書等が添付してあります。委員の皆様方の

ご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号４番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号２番につきまして、去る６月２１日に現地調査を行いま

したので、２番が報告いたします。 

申請人 ＴＫさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は４６歳です。 

渡し人 ＴＲさんは、川崎市川崎区京町に居住される市外住民で、年齢
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議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

は８２歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字竹下２７９番１で、地目は田、地積は３５

４㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は１２，４８２㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は自宅から約１００ｍに位置しております。経営意

欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号５番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号５番につきまして、去る６月２２日に現地調査を行いま

したので、７番が報告いたします。 

申請人 ＨＴさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は７１歳です。 

渡し人 ＨＳさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は７２歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字永羽諏訪３０５３番１で、地目は畑、地積

は６８９㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は２，０９３㎡ですが、今回取得する面積と、議案第１

号の整理番号３９番と４０番の面積を合計すると５，７３１㎡となり取得

可能面積であります。農業従事者は２名で、通作距離は自宅から約１００

ｍに位置しております。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

整理番号６番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号６番につきまして、去る６月２２日に現地調査を行いま

したので、１１番が報告いたします。 

申請人 ＯＫさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は６２歳です。 

渡し人 ＴＳさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は８４歳です。 
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議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

申請地は、伊佐市大口小木原字橋ノ口５１０番１で、地目は田、地積は

１３３㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１０８，０３３㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は自宅から約１．２ｋｍで現況は良く管理された

農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号７番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号７番につきまして、去る６月１６日に現地調査を行いま

したので、８番が報告いたします。 

申請人 ＷＫさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は４１歳です。 

渡し人 ＭＭさんは、鹿児島市吉野町に居住される市外住民で、年齢は

６４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字大峰１７６４番１、地目は田、地積は５４

６㎡の所有権移転贈与になります。 

新規就農者で農地付き空き家・空き店舗バンクの申請者です。経営意欲

はあり農機具等はこれから購入を計画されています。 

以上のような理由により、この申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、営農計画書その他必要書類が添付して

あります。委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報

告を終わります。 

 

整理番号８番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号８番につきまして、去る６月２３日に現地調査を行いま

したので、９番が報告いたします。 

申請人 ＳＫさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は７１歳です。 

渡し人 ＴＫさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は６１歳です。 

申請地は、伊佐市大口小木原字上松１１５９番１で、地目は田、地積は

３，６９１㎡の所有権移転売買になります。 
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議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

受人の経営面積は２３，０６７㎡であり取得可能面積であります。農業

従事者は４名で、通作距離は自宅から約５ｋｍで現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号９番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号９番につきまして、去る６月２４日に１２番推進委員と

私１２番農業委員が現地調査を行いましたので、私１２番が報告いたしま

す。 

申請人 ＫＴさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は５１歳です。 

渡し人 ＫＳさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は７４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字湯之元１９９６番８ほか８筆で、地目は田

が７筆と畑が２筆、地積は９筆合計で７，０２４㎡の所有権移転贈与にな

ります。 

受人の経営面積は、７，０２４㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は３名で、通作距離は自宅から約１．５ｋｍ以内にあり現況は良く管理

された農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、営農計画書その他必要書類が添付して

あります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１０番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号１０番につきまして、去る６月２６日に現地調査を行い

ましたので、１０番が報告いたします。 

申請人 ＳＹさんは、伊佐市大口宮人に居住され、年齢は８０歳です。 

渡し人 ＨＹさんは、大阪府交野市私市に居住される市外住民で、年齢

は６４歳です。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

申請地は、伊佐市大口宮人字大住６１０番１ほか４筆で、地目は全て田、

地積は５筆合計で６，０１２㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、４，７５２㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は自宅から約２００ｍ以内にあり現況は良く管理さ

れた農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から１０番について、許可することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番から１０番については許可が決定いたし

ました。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１０件について、１０件の許可が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

 議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について提案いたします。整理番号１番につい

て、３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定についてのうち、整理番号１番につきまして、去

る６月２１日、申請人の代理人 Ｍ行政書士の立会いのもと、９番推進委

員、１０番推進委員、私３番農業委員の３名で共同調査を行いましたので、

３番が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 

農 業 委 員 

申請者は、伊佐市大口曽木にお住いの ＯＫさん２７歳です。 
申請地は、伊佐市大口曽木字沖田３３２３番で、地目は畑、地積は４１

４㎡であります。 
曽木小学校より西へ約１ｋｍに位置し、周囲の状況は、東側は農道、西

側が山林と牛舎、南側が市道、北側は宅地であり、用途区分変更後に農業

用施設として牛舎を増築する計画であります。 
この申請は具体的な計画があり、申請地は農用地区域の周辺部であり、

用途区分変更により周囲の農地への影響はありません。また、用途区分変

更後の申請地は農用地区域内農地に該当しますが、転用目的が農業用施設

の建築のため転用可能かと思われます。 
添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図、転用計画配置図等が

添付されております。以上のことから、この申請については３名の調査員

の意見において区分変更はやむを得ないと判断いたしましたが委員の皆

様のご審議方よろしくお願いいたします。報告を終わります。 
 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

 （全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、意見が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について、申請件数１件について１件の意見が決

定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について６番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る６月２１日、申請人の代理人 Ｏ
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

行政書士の立会いのもと、４番農業委員、７番推進委員、私６番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、６番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口大島にお住いの ＷＩさん、年齢は５３歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口下殿にお住いの ＨＭさん、年齢は６５歳です。 

本申請は、所有権移転売買で農地区分は第２種農地その他の農地となっ

ており、転用目的は駐車場です。 
申請地は、伊佐市大口大島字池ノ頭８７９番２で、地目は畑、地積は１

１４㎡です。 

所在地は、羽月小学校から南東へ約１００ｍに位置しており、南側は宅

地、東側は宅地、北側は宅地、西側は市道であり、周囲に与える影響はな

いかと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 
 

整理番号２番について３番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る６月２１日、申請人の代理人 Ｍ

行政書士の立会いのもと、９番推進委員、１０番推進委員、私３番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、３番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口曽木にお住いの ＯＫさん、２５歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口曽木にお住いの ＯＫさん、８２歳です。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

本申請は、所有権移転贈与で農地区分は農用地区域内農地で農用地利用

計画指定用途となっており、転用目的は牛舎及び運動場です。 
申請地は、伊佐市大口曽木字沖田３３２３番で、地目は畑、地積は４１

４㎡であります。 

所在地は、曽木小学校から西へ約１ｋｍに位置しており、東側は農道、

西側が山林と牛舎、南側が市道、北側は宅地であり、周囲に与える影響は

ないかと思われます。転用目的は牛舎の増築と運動場ですが、以前から牛

舎と運動場として使用しているということで始末書が添付されておりま

す。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書、始末書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について８番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号３番について、去る６月２１日、申請人の ＴＳさ

んの立会いのもと、５番農業委員、１３番推進委員、私８番農業委員の３

名で共同調査をしましたので、私８番が報告いたします。 

譲受人は、鹿児島市皇徳寺台にお住いの ＴＳさんで市外住民でありま

す。 

譲渡人は、伊佐市菱刈前目にお住いの ＭＴさん、年齢は６５歳であり

ます。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

本申請は、所有権移転売買で農地区分は第２種農地その他の農地となっ

ており、転用目的は太陽光発電施設です。パネル枚数２８８枚、出力は４

９．５ｋＷ、年間発電は１０５．１ｋＷを計画しているとのことです。 
申請地は、伊佐市菱刈前目字猶木原５１８０番２で、地目は畑、地積は

１，１６９㎡であります。 

所在地は、まごし館から北西へ約１ｋｍに位置しており、南側は転用地、

東側は非農地、北側は畑、西側は道路であり、周囲に与える影響はないか

と思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について８番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号４番について、去る６月２１日、申請人の代理人 Ｔ

Ｓさんの立会いのもと、５番農業委員、１３番推進委員、私８番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、私８番が報告いたします。 

譲受人は、鹿児島市田上にお住いの ＩＹさん、年齢は２９歳で市外住

民であります。 

譲渡人は、横浜市港南区最戸にお住いの ＯＮさん、年齢は４１歳で市

外住民であります。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字猶木原５１７６番で、地目は畑、地積は４，
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

３９７㎡です。 

本申請は、所有権移転売買で農地区分は第２種農地その他の農地となっ

ており、転用目的は太陽光発電施設です。 
所在地は、まごし館から北西へ約１．５ｋｍに位置しており、北側は転

用地と畑、西側は非農地、南側は転用地、東側は山林であり、周囲に与え

る影響はないかと思われます。２８８枚の太陽光パネルを発電効率が落ち

ないように設置するために１，６１２㎡が必要なうえ、災害防止のため雨

水流出防止施設と資材置場を含めて４，３９７㎡が必要であるとのことで

した。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号５番、６番について関連がありますので一括で報告をお願いし

たします。５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号５番、６番について、去る６月２１日、申請人の代

理人 ＴＳさんの立会いのもと、８番農業委員、１４番推進委員、私５番

農業委員の３名で共同調査をしましたので、私５番が報告いたします。 

整理番号５番、６番の譲受人は、鹿児島市田上にお住いの ＩＹさん、

年齢は２９歳で市外住民であります。 

整理番号５番の譲渡人は、伊佐市菱刈前目にお住いの ＨＫさん、年齢
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

は９３歳であります。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字猶木原５１６８番で、地目は畑、地積は５

５５㎡です。 

整理番号６番の譲渡人は、姶良市西餅田にお住いの ＭＴさんで市外住

民であります。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字猶木原５１６３番３で、地目は畑、地積は

１，６７８㎡です。 

本申請は、所有権移転売買で農地区分は第２種農地その他の農地となっ

ており、転用目的は太陽光発電施設です。 
所在地は、まごし館から北西へ約１．５ｋｍに位置しており、北側は転

用地と畑、西側は道路を挟んで転用地、南側は畑、東側は転用地であり、

周囲に与える影響はないかと思われます。雨水対策として調整池を設けて

流すということでありました。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番、６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号５番、６番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号７番について１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号７番について、去る６月２１日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士の立会いのもと、７番農業委員、６番推進委員、私１０番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

譲受人は、伊佐市大口曽木にお住いの ＡＨさん、３８歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口曽木にお住いの ＡＭさん、６９歳です。 

本申請は、所有権移転贈与で農地区分は農用地区域内農地で農用地利用

計画指定用途となっており、転用目的は農機具倉庫及び農業用資材置場で

す。 
申請地は、伊佐市大口曽木字諏訪原４１０３番５、地目は田、地積は１，

７０４㎡であります。 

所在地は、川西自治会館から南へ約５００ｍに位置しており、東側は宅

地、西側は田、南側が宅地と山林、北側は畑であり、周囲に与える影響は

ないかと思われます。転用目的は農機具倉庫及び農業用資材置場ですが、

以前から農業用資材置場として使用しているということで始末書が添付

されております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書、始末書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号７番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号８番について７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号８番について、去る６月２１日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士の立会いのもと、１０番農業委員、６番推進委員、私７番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、私７番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口下殿にお住いの ＨＳさん、３３歳です。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

譲渡人は、伊佐市大口針持にお住いの ＫＫさん、５４歳です。 

本申請は、所有権移転売買で農地区分は第１種農地で集落接続施設とな

っており、転用目的は一般住宅です。 
申請地は、伊佐市大口大島字長ミトイ３６番１、地目は畑、地積は６９

９㎡であります。 

所在地は、羽月小学校から北東へ約６００ｍに位置しており、東側は宅

地、西側は田、南側が宅地、北側は宅地であり、周囲に与える影響はない

かと思われます。転用面積が規定を超えているため、理由書が添付されて

います。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号８番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号９番について７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号９番について、去る６月２１日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士の立会いのもと、１０番農業委員、６番推進委員、私７番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、私７番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口大田に所在のある 株式会社Ｋで、一般法人です。 

譲渡人は、徳島県小松島市和田島町にお住いの ＭＫさんで、市外住民

です。 

本申請は、所有権移転売買で農地区分は第２種農地その他の農地となっ
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ており、転用目的は資材置場です。 
申請地は、伊佐市大口大田字佐次兵衛堀２００４番１、地目は畑、地積

は１，３５１㎡であります。 

所在地は、牛尾小学校から南東へ約４００ｍに位置しており、東側は山

林、西側は雑種地、南側が山林、北側は市道であり、周囲に与える影響は

ないかと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書、定款等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号９番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１０番について４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１０番について、去る６月２１日、申請人の代理人 

Ｏ行政書士の立会いのもと、６番農業委員、７番推進委員、私４番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口大田に所在のある 有限会社Ｏで、一般法人であ

ります。 

譲渡人は、伊佐市大口大田にお住いの ＫＭさん、年齢は６４歳であり

ます。 

本申請は、所有権移転売買で農地区分は第２種農地その他の農地となっ

ており、転用目的は駐車場です。 
申請地は、伊佐市大口大田字川原田１５２番１、地目は田、地積は６９
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

７㎡であります。 

所在地は、譲受人の事務所に隣接しており、南側、東側、北側は宅地、

西側は道路であり、周囲に与える影響はないかと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約

書、定款等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１０番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１０件について、１０件が処分決定いたしました。 
 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番解

除）について提案いたします。 
整理番号１番について、事務局の報告を求めます。 

 
議案第５号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番解

除）について、事務局よりご説明いたします。 
 整理番号１番の申請人 ＭＭさんは、鹿児島市吉野町に居住されている

市外在住の方です。 

 申請地は、伊佐市菱刈荒田字大峰１７６４番１、地目は田、地積は５４

６㎡です。 

所在地は、菱刈農村公園から南西へ約１ｋｍに位置する宅地に隣接する
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議 長 

 

遊休農地になります。令和３年９月２８日の総会において空き家に付属す

る農地として下限面積の地番指定を行っておりましたが、今回空き家と隣

接する農地の売却が決定し、伊佐市空き家・空き店舗バンク実施要項第６

条の規定により登録台帳の抹消がありましたので、申請地について下限面

積の地番指定を解除するものです。委員皆様のご審議方よろしくお願いし

たします。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限

面積（地番解除）について、決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番「農地付空き家・空き店舗バンク」によ

る下限面積（地番解除）について決定いたしました。 

 

 議案第５号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番解

除）について、１件の申請のうち１件が決定いたしました。 

 
その他、事務局お願いします。 

  
総会資料の最終ページをお開きください。６月の月例報告をいたしま

す。６日、６月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありまして、事務局職

員が出席しております。 
２１日、現地調査を一斉にしております。２８日、本日ですが第４回

農業委員会総会です。 

７月の行事予定ですが、５日に７月の定例常設審議委員会が鹿児島市で

あります。２１日が現地調査です。２８日が第５回農業委員会総会です。

月例報告は以上です。 

 
その他、皆様方からご意見、質問はございませんか。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 
 

伊佐市農業委員会 

 
 

会     長    会  長     
 

伊佐市農業委員     ７ 番      

                   

伊佐市農業委員     ８ 番     
 

 

 

 

事 務 局 

 

 

（「なし」という声、あり。） 

 
以上で、令和４年度 第４回農業委員会総会を終了します。 

姿勢を正してください。 

一同礼。おつかれ様でした。 

 

【終了時間  午前１０時１５分】 

 

 

  


